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小
児
救
急
医
療
体
制
の
整
備
・
充
実
に
関
す
る
質
問
主
意
書

子
ど
も
の
容
態
が
急
変
し
近
く
の
病
院
へ
駆
け
込
ん
だ
の
に
、
小
児
科
医
が
不
在
の
た
め
に
困
っ
た
、
子
ど
も
が
重
病
で
救

急
車
を
呼
ん
だ
が
、
小
児
科
医
不
在
の
た
め
、
い
く
つ
も
の
病
院
を
た
ら
い
ま
わ
し
に
さ
れ
た
と
い
う
経
験
を
し
た
親
は
少
な

く
な
い
。

こ
の
よ
う
な
小
児
の
救
急
患
者
は
、
平
日
の
夜
間
や
休
日
に
集
中
し
て
お
り
、
全
国
の
休
日
・
夜
間
急
患
セ
ン
タ
ー
に
お
け

る
十
五
歳
以
下
の
救
急
患
者
の
割
合
は
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
て
い
る
状
況
の
中
で
、
医
師
全
体
の
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
満
た

な
い
小
児
科
医
が
、
小
児
救
急
医
療
を
担
う
こ
と
は
困
難
な
状
況
に
あ
る
と
い
う
。

小
児
救
急
医
療
を
担
う
病
院
の
小
児
科
医
は
、
寝
る
間
も
な
い
、
月
八
回
の
当
直
、
午
後
五
時
か
ら
翌
日
の
朝
ま
で
一
睡
も

せ
ず
に
診
療
し
、
そ
の
ま
ま
夕
方
ま
で
病
棟
で
勤
務
し
、
前
日
の
朝
か
ら
三
十
二
時
間
連
続
勤
務
と
い
う
の
が
常
態
化
し
て
い

る
。
激
務
の
た
め
に
、
病
気
等
で
辞
め
ざ
る
を
得
な
い
小
児
科
医
も
急
増
し
て
い
る
。

ま
た
、
全
国
の
病
院
に
お
い
て
は
、
こ
の
一
〇
年
に
七
〇
〇
以
上
の
小
児
科
が
減
り
、
小
児
科
医
が
不
足
し
て
い
る
地
域
に

お
い
て
は
、
深
刻
な
事
態
に
陥
っ
て
い
る
。

大
分
県
の
西
別
府
病
院
で
は
、
こ
れ
ま
で
休
日
の
一
次
救
急
医
療
を
担
っ
て
き
た
が
、
小
児
科
医
の
不
足
の
た
め
に
、
今
年

一



四
月
か
ら
診
療
の
中
止
を
予
定
し
て
い
る
。
別
府
市
民
を
は
じ
め
医
療
関
係
者
は
、
継
続
を
強
く
望
ん
で
い
る
。

日
本
医
師
会
及
び
日
本
小
児
科
医
会
は
、
小
児
救
急
医
療
体
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
「
提
言
」
を
発
表
し
て
い
る
。

政
府
は
、
小
児
救
急
医
療
体
制
の
整
備
を
重
要
施
策
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
、
各
種
施
策
・
事
業
を
推
進
し
て
い
る
と
い

う
が
、
改
善
が
見
ら
れ
な
い
。

子
育
て
中
の
親
に
と
っ
て
最
大
の
心
配
事
は
、
子
ど
も
の
急
病
や
け
が
で
あ
り
、
乳
幼
児
を
持
つ
親
の
小
児
救
急
医
療
へ
の

不
安
の
高
ま
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

小
子
化
が
す
す
む
中
で
、
乳
児
の
生
命
を
守
り
育
て
、
親
の
育
児
に
お
け
る
安
心
の
確
保
を
図
る
た
め
に
は
、
小
児
救
急
医

療
体
制
の
整
備
・
充
実
は
重
要
か
つ
喫
緊
の
課
題
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

小
児
救
急
医
療
の
現
状
認
識
に
つ
い
て

�

社
会
問
題
に
な
っ
て
い
る
小
児
救
急
医
療
の
危
機
的
状
況
が
増
加
し
て
い
る
が
、
政
府
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
認
識

が
あ
る
か
。

�

小
児
救
急
医
療
が
危
機
的
状
況
に
陥
っ
て
い
る
根
本
的
原
因
は
何
か
。
夜
間
・
休
日
に
小
児
の
患
者
が
集
中
す
る
状
況

二



と
夜
間
・
休
日
に
診
療
が
可
能
な
小
児
科
医
の
減
少
が
あ
る
と
い
う
が
、
政
府
の
認
識
を
問
う
。

�

小
児
救
急
医
療
を
担
う
小
児
科
医
が
過
酷
な
労
働
環
境
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
政
府
の
認
識
、
ま
た
、
こ
の

よ
う
な
過
酷
な
労
働
環
境
が
生
じ
る
原
因
、
診
療
報
酬
の
不
採
算
性
、
地
域
格
差
、
な
り
手
の
減
少
傾
向
な
ど
に
つ
い
て

政
府
の
認
識
を
問
う
。

�

小
児
科
医
等
の
不
足
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
都
道
府
県
別
の
小
児
科
医
及
び
産
科
医
の
数
並
び
に
、
都
道
府
県
別
の

人
口
一
〇
万
人
単
位
の
小
児
科
医
及
び
産
科
医
の
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

全
国
の
病
院
に
お
い
て
は
、
一
〇
年
間
に
七
〇
〇
以
上
の
小
児
科
が
廃
止
さ
れ
、
ま
た
、
小
児
科
を
標
榜
す
る
診
療
所

が
減
少
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
が
、
都
道
府
県
別
に
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

小
児
救
急
医
療
体
制
の
整
備
・
充
実
に
つ
い
て

�

小
児
救
急
医
療
体
制
の
整
備
・
充
実
に
つ
い
て
は
、
政
府
は
、
「
初
期
（
主
と
し
て
外
来
医
療
「
か
か
り
つ
け

医
」
）
、
二
次
（
入
院
が
必
要
な
重
症
患
者
に
対
応
）
、
三
次
（
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
）
の
体
系
に
沿
っ
て
、
地
域
の
実

情
に
応
じ
た
機
能
分
化
と
連
携
を
配
慮
し
た
体
制
の
整
備
を
図
る
」
（
平
成
一
七
年
度
版

少
子
化
社
会
白
書
）
と
し
て

い
る
。

三



小
児
救
急
医
療
体
制
の
整
備
・
充
実
に
向
け
た
政
府
の
基
本
的
な
取
組
方
針
に
つ
い
て
の
趣
旨
、
考
え
方
を
説
明
さ
れ

た
い
。

�

政
府
の
基
本
的
な
方
針
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
た
（
今
年
度
の
実
施
予
定
を
含
む
）
事
業
内
容
及
び
進
捗
状
況
並
び
に

そ
の
評
価
に
対
す
る
見
解
を
伺
い
た
い
。

ま
た
、
初
期
、
二
次
、
三
次
小
児
救
急
医
療
体
制
の
整
備
状
況
及
び
取
組
状
況
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
別
に
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。

�

小
児
科
医
の
過
酷
な
労
働
環
境
の
改
善
に
向
け
た
諸
課
題
の
解
決
策
、
す
な
わ
ち
診
療
報
酬
の
不
採
算
性
（
診
療
報
酬

制
度
・
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
算
定
基
準
）
、
地
域
間
格
差
（
特
定
地
域
の
集
中
）
、
小
児
科
医
の
高
齢
化
（
診
療
小
児
科

医
の
高
齢
化
）
、
過
重
労
働
（
一
部
医
療
機
関
へ
の
患
者
の
殺
到
）
、
小
児
科
医
希
望
者
の
減
少
に
つ
い
て
政
府
の
見
解

を
問
う
。

三

政
府
の
「
小
児
科
医
等
の
確
保
が
困
難
な
地
域
に
お
け
る
当
面
の
対
応
策
」
に
つ
い
て

�

政
府
の
当
面
の
対
応
策
の
考
え
方
、
具
体
的
な
内
容
、
期
待
さ
れ
る
効
果
な
ど
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。

�

政
府
の
当
面
の
対
応
策
に
沿
っ
た
地
域
の
医
療
計
画
に
基
づ
く
施
策
の
実
効
性
の
確
保
、
財
政
的
な
裏
付
け
に
つ
い
て

四



説
明
さ
れ
た
い
。

�

当
面
の
対
応
策
で
な
い
小
児
救
急
医
療
体
制
の
整
備
・
充
実
に
向
け
た
根
本
的
な
対
応
策
（
中
長
期
的
な
取
組
方
策
）

に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
問
う
。

�

特
に
へ
き
地
、
離
島
等
に
お
け
る
小
児
科
医
、
産
科
医
の
確
保
策
の
考
え
方
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

五


